
(電子提供措置の開始日)2026年５月29日

第78期定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

＜事業報告＞
■主要な借入先
■責任限定契約の内容の概要
■役員等賠償責任保険契約の内容の概要
■取締役会の実効性評価
■会計監査人の状況
■取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他業務の適正を確保するための体制

■業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
■株式会社の支配に関する基本方針
■剰余金の配当等の決定に関する方針

＜連結計算書類＞
■連結株主資本等変動計算書
■連結注記表

＜計算書類＞
■株主資本等変動計算書
■個別注記表

(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)
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主要な借入先
該当事項はありません。

責任限定契約の内容の概要
当社は、監査等委員である取締役全員と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する

契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度
額となります。

役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び執行役員であり、
保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して
提起された損害賠償請求にかかる損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなります。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が
法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対
象とならないなど、一定の免責事由があります。

取締役会の実効性評価
当社の取締役会は、取締役会の実効性を評価するために、事業年度ごとに、取締役全員に

無記名方式でアンケートを実施し、取締役会の構成、運営、課題、取締役会を支える体制の
整備運用状況、株主・投資家との関係性等について、第三者機関を交え、分析・評価を行っ
ております。

同アンケートにおいて、適切と評価された項目や改善がみられた項目については、維持・
向上に努めるとともに、課題については検討・改善等を図り、さらなる取締役会の実効性及
び機能の向上に取り組んでおります。
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会計監査人の状況
１．会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人
２．責任限定契約の内容の概要

当社と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に
基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。

３．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
（１）当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

58百万円
（２）当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

58百万円
（注）１．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根

拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につい
て同意の判断をしました。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

４．非監査業務の内容
該当事項はありません。

５．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると判断したとき

は、監査等委員全員の同意により、当該会計監査人を解任します。また、会計監査人が、わ
が国の監査基準等に照らし会計監査人としての適格性又は信頼性を損なう状況にあると判断
したときは、監査等委員会の決定により、当該会計監査人を再任しません。この場合には、
会社法に定める資格及び手続等に従い他の会計監査人を選定し、会計監査人選任議案を株主
総会に諮るものとします。
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取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を
確保するための体制

当社は、上記体制について、取締役会において次のとおり決定しております。
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（１）当社グループは、取締役及び使用人がとるべき行動規範として「経営理念(コロナイズ

ム)」を定め、法令遵守及び誠実な行動の確保を図る。
（２）監査等委員会は、監査等委員会監査等基準及び監査計画に基づき、取締役及び使用人の

職務並びに業務執行を監査する。
（３）法令違反や不正行為等の発生、又はそのおそれのある状況を発見した場合に、直接通報

相談を受け付ける内部通報窓口を社内・社外に設置し、匿名での通報を認めるとともに
通報者に対する不利益な取扱を禁止する。

（４）業務執行部門から独立した代表取締役社長直属の監査部は、監査計画に基づいて内部監
査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会並びに関係部門に適宜報告す
る。

（５）当社グループは、業務執行に際して、反社会的勢力と一切の関係を持たない。不当要求
に対しては、組織全体で毅然とした対応を行うことを基本方針とし、拒否する意思表示
を明確に行う。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（１）取締役の職務執行に係る情報については、管理基準及び管理体制を整備し、法令、定款

及び規則・規定・要領等(以下、「社内規則」という。)に基づき作成・保存する。
（２）上記の情報は、取締役会による取締役の職務の執行の監督又は監査等委員会による取締

役の職務の執行の監査及び監督に当たり必要と認めるときは、いつでも閲覧することが
できる。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（１）当社は、経営危機を事前に回避するため、社内規則に従い、代表取締役社長を委員長と

するリスク管理委員会を設置し、各部門のリスク管理業務を統括する。
（２）各部門の長は、自部門において内在するリスクを把握・分析・評価したうえで、適切な

対策を実施するとともに、その管理状況を監督する。
（３）当社の経営に重大な影響を与えるような経営危機が発生した場合は、代表取締役社長を

本部長とした対策本部を設置する。対策本部は、予め定める社内規則に則り必要な対策
を実施し、当社の損失を最小限に抑えるとともに早期の原状回復に努める。
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４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（１）当社は、原則として定時の取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会

を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務の
執行状況を監督する。

（２）当社は、経営の迅速な意思決定、取締役の効率的な職務執行を確保するため、執行役員
制度を採用する。

（３）当社は、中期経営計画に基づき年度経営方針・年度部門方針アクションプラン等を策定
し、目標達成に向けた進捗状況の管理を行う。

５．財務報告の適正及び信頼性を確保するための体制
（１）当社は、財務報告に係る内部統制を円滑かつ効率的に推進するため内部統制規定及び内

部統制評価要領を定め、内部統制の基本的枠組みを示し、内部統制評価の区分・範囲及
び基本的な手続きを明確にする。また、監査部を推進部門として全社的体制を整備す
る。

（２）当社は、内部統制の目的を達成するために、内部統制の基本的要素が業務に組み込まれ
たプロセスを構築し、組織内のすべての者によって適切に機能するよう運用する。

（３）代表取締役社長は、内部統制の最終評価責任者として、財務報告の信頼性に影響を及ぼ
す重要性の観点から必要な範囲について、内部統制の有効性を評価し、内部統制報告書
を作成する。整備・運用状況の評価は、原則として評価対象業務及び部門から独立した
監査部が代表取締役社長を補助し行う。

６．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（１）当社及び子会社における情報の共有化、指示の伝達等が効率的に行われる体制を構築す

るため、社内規則に従い、グループ全体を統括管理する総合企画部と、当該子会社の日
常管理を行う業務管理部門とが連携・調整を図り、状況に応じて適切な管理を行う。

（２）当社は、関係会社管理規定に基づき、子会社に対して業務執行状況、財務状況等を報告
させ、重要な意思決定及び事業活動に重要な影響を及ぼす事項について、適時適切な報
告をさせる体制を整備する。

（３）総務部・経理部等の専門的職能を有する関係部門は、総合企画部又は業務管理部門の要
請に基づいて支援を行う。

（４）監査部は、代表取締役社長の指示により子会社に対して会計監査又は業務監査を行い、
その結果を代表取締役社長及び監査等委員会並びに関係部門に適宜報告する。
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７．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項

（１）監査等委員会の職務を補助し監査等委員会の運営に関する事務(以下、補助業務とい
う。)を行うために、監査等委員会事務局を監査部に置く。

（２）当該補助業務を行う使用人は内部監査業務を兼任するが、監査等委員会がさらに拡充を
求める場合、代表取締役社長と協議する。

（３）監査等委員会は、必要に応じて、監査部その他関係部門に対し、当該使用人の調査に協
力するよう要請することができる。

８．前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に
対する指示の実効性の確保に関する事項

（１）当該補助業務を行う使用人が監査等委員会から必要な命令を受けた場合は、その命令に
関して取締役(監査等委員である取締役を除く。)、使用人の指揮命令を受けない。

（２）当該使用人の人事異動、評価等に関しては、事前に監査等委員会の同意を得る。
９．取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための

体制及び監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受け
ないことを確保するための体制

（１）監査等委員会が選定する監査等委員は、重要な意思決定の過程及び職務並びに業務の執
行状況を把握するため、執行役員会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述
べ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に説明を求めることができる。

（２）監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が決
裁する稟議書その他職務執行に関する重要書類を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等
委員である取締役を除く。)及び使用人に対して説明を求め、又は報告を受けることが
できる。

（３）監査等委員会が選定する監査等委員は、子会社における重要な意思決定の過程及び職務
並びに業務の執行状況を把握するため、当該子会社の取締役、監査役及び使用人並びに
業務管理部門に対して説明を求め、又は報告を受けることができる。

（４）当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査役並びに使用人は、
会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、会社の目的外の行為その他法令若しくは
定款に反する事実を発見したとき、又は経営・業績に影響を及ぼす重要な事項について
決定したときは、直ちに当社の監査等委員会に報告する。

（５）監査等委員会に報告を行った者は、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受
けないものとする。
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10．監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務
の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

（１）監査等委員の職務の執行について生ずる費用を支弁するため、予め一定額の予算を確保
し、監査等委員からの請求に応じ、監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払
若しくは償還又は債務の処理を行う。

11．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（１）代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、当社が対処すべき課題、監査等委

員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行い、相互認識と
信頼関係を深めるように努める。

（２）代表取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会監
査の重要性と有用性に対する認識及び理解を深めるよう促し、監査等委員会の職務執行
が実効的に行われるよう相互に協力する。

（３）監査等委員会は、監査部及び会計監査人と定期的に会合を持つなど相互に連携し、監査
方針や計画、監査結果の報告を受け、監査等委員会監査の実効性確保を図る。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりであ
ります。

１．法令・定款への適合の確保について
（１）当社グループは、行動規範として「経営理念(コロナイズム)」を定め、コロナグループ

全社員への浸透を図っております。経営方針発表会や新入社員研修、管理職研修などの
階層別研修において、意識の向上に取組みました。

（２）内部監査を行う監査部では、年間の監査計画に基づいて、業務執行が有効的かつ効率的
に行われているかを監査しております。なお、当事業年度におきましては、グループ子
会社１社を含めて22ヵ所を監査しました。

（３）当社は、2025年４月17日に公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法(現：中小受
託取引適正化法(以下「取適法」という。))に基づく勧告を受けました。当社は中小受託
事業者に対して自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与していた
ところ、当該金型等を用いて製造する本件製品又はその部品等の発注を長期間行わない
にもかかわらず、当該中小受託事業者に対し、金型等を自己のために無償で保管させて
いた行為が取適法第４条第２項第３号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる
行為に該当し、同項の規定に違反すると判断されたものであります。当社は本勧告を厳
粛に受け止め、2025年７月30日までに対象の中小受託事業者へ保管費用の支払いを実
施しました。また、本件について役員及び従業員に周知徹底するとともに、取適法遵守
の社内教育、社内体制の整備を行うなど再発防止策を講じた上で、公正取引委員会に改
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善報告書を提出いたしました。なお、2025年度分の金型等の保管費用については、支
払い対象を確認し、中小受託事業者と合意したうえで、2026年３月31日までに対象の
中小受託事業者へ保管費用の支払いを実施しております。

２．損失の危険の管理について
（１）当社グループにおける業務上のリスクの抽出を行い、既に開示している事業等のリスク

も含め、リスク管理委員会に適宜報告しております。なお、当事業年度におきまして
は、リスク管理委員会を２回開催しました。

３．取締役の効率的な職務執行の確保について
（１）当社は、取締役会規則に基づき、原則として定時の取締役会を月１回開催し、法令又は

定款に定められた事項及び経営に関する重要事項の決定を行っております。なお、当事
業年度におきましては、取締役会を15回開催しました。

（２）当社グループのサステナビリティ推進について議論、検討するために、サステナビリテ
ィ委員会を設置しております。なお、当事業年度におきましては、サステナビリティ委
員会を５回開催しました。

（３）第三者機関を利用した取締役会の実効性評価を実施しております。
（４）当社グループは、「変わる、そして挑む」を継続のスローガンとして、2025年度からの

３年間を対象とする第10次中期経営計画を策定し、その実現に向けて取り組みを進めて
おります。なお、2025年度の進捗状況や業績を踏まえ、2026年度以降の取り組みの見
直しを行い、経営目標を修正しております。

４．監査等委員会の実効的な監査の確保について
（１）監査等委員会が選定する監査等委員は、単独又は複数で調査を行い、必要に応じて当社

及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査役並びに使用人に説明
を求めております。

（２）監査等委員会は、当事業年度におきまして、代表取締役と２回、会計監査人と９回会合
を持ち、意見交換を行いました。また、監査等委員会開催時には、監査部より内部監査
の実施状況について報告を受けるなど、情報共有を図っております。

（３）監査等委員会の職務を補助するため、監査部に監査等委員会事務局を設置し、補助使用
人２名(内部監査業務を兼任)を配置しております。
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株式会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

剰余金の配当等の決定に関する方針
当社グループの資本政策は、持続的な成長のための投資と、事業特性によるリスク等を許

容する健全な財務体質を確保することと、安定的・継続的な株主還元を実施することを基本
方針としております。

配当につきましては、当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要政策のひとつと
位置付けており、基本的には、中長期的な利益成長の観点から、成長投資を最優先し、株主
価値向上を図るとともに、株主様に対する還元を強化するため、安定的かつ継続的な利益配
分を行うことを目指し、下限配当の設定に加え、業績及び財務状況などを総合的に勘案した
上で、配当（特別配当等）を実施するなど、株主様に対して安定した利益還元を実現してい
く方針であります。また、株主総会決議による期末配当及び取締役会決議による中間配当の
年２回の配当を行う方針であります。

内部留保につきましては、今後の事業成長を長期的に維持するための研究開発投資、商品
開発投資及び設備投資に活用し、売上高の拡大及び収益性の向上により、長期的・総合的視
点から株主の利益確保を図ってまいります。

自己株式の取得につきましては、機動的な資本政策を遂行できるよう、適宜、適切な対応
を検討します。
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連結株主資本等変動計算書
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

（単位：百万円)
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 7,449 6,686 59,503 △130 73,509
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △818 △818
親会社株主に帰属する当期純利益 991 991
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 △3 35 31
自己株式処分差損の振替 3 △3 ―
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 ― △0 169 35 204
当 期 末 残 高 7,449 6,686 59,673 △95 73,714

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
土 地 再 評 価
差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 684 744 1,344 2,772 76,282
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △818
親会社株主に帰属する当期純利益 991
自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 31
自己株式処分差損の振替 ―
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 592 ― 765 1,358 1,358

当 期 変 動 額 合 計 592 ― 765 1,358 1,563
当 期 末 残 高 1,276 744 2,110 4,131 77,845

（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結の範囲に含めております。
連結子会社の数 12社

（主要会社名 ㈱新井コロナ、㈱栃尾コロナ、㈱今町コロナ、コロナ物流㈱、㈱サンライフエンジニアリ
ング）

２．持分法の適用に関する事項
持分法適用会社の数 1社

（会社名 コロナセントラルサービス㈱）

３．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券

市場価格のない株
式等以外のもの

…… 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

市場価格のない株
式等

…… 移動平均法による原価法

② 棚卸資産 …… 総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 …… 定率法を採用しております。ただし、建物及び構築物については、定
額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 15〜54年
機械装置及び運搬具 ４〜10年

② 無形固定資産 …… 定額法を採用しております。
なお、市場販売目的のソフトウエアについては販売見込期間(３年)に基
づく定額法、自社利用目的のソフトウエアについては社内における利
用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しております。

（３）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については実績繰入

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 製品保証引当金 …… 製品のアフターサービスの支出に備えるため、過去の実績額を基準と
した見積額を計上しております。
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（４）重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容
及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① 製品の販売

当社及び連結子会社は、暖房機器、空調・家電機器、住宅設備機器の製造及び販売を主要な事業
とし、完成した製品を顧客に販売することを主な履行義務としております。
製品の販売のうち、国内の顧客に製品を販売する取引については、出荷時から物品の支配が顧客
に移転される時までの期間が短期間であるため、出荷時に収益を認識しております。また、国外
の顧客に製品を販売する取引については、顧客との契約条件に基づき、物品の保有に伴うリスク
及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引の対価の支払いを受ける権利を得ていると判断でき
る時点で収益を認識しております。
なお、販売契約における対価に販売数量等に基づくリベートなどの変動対価が含まれている場合
は、入手可能なすべての情報を考慮して変動対価の額を合理的に見積り、その不確実性が事後的
に解消される際に著しい収益の減額が生じない可能性が高い部分に限り取引価格に含めておりま
す。変動対価の額の見積りに当たっては、最頻値法又は期待値法のいずれかのうち、権利を得る
こととなる対価の額をより適切に予測できる方法を用いております。

② サービスの提供及び工事請負契約
当社及び連結子会社では、販売した製品などに関する修理及びメンテナンス、ハウスクリーニン
グなどのサービスの提供、製品の据付工事の請負、施工等の事業活動を行っております。
サービスの提供においては、契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受するなど、
履行義務が一定期間にわたり充足されるサービスについては、履行義務の充足に係る進捗度に応
じてサービス提供期間にわたり収益を認識しております。なお、進捗度は、顧客に移転するサー
ビスの性質を考慮の上、履行義務の充足度を描写する方法を用いて測定しております。履行義務
が一定期間にわたり充足されるサービスに該当しない場合は、一時点で充足される履行義務とし
て、当該履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
工事請負契約においては、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる
時点までの期間がごく短いなどの一定の要件を満たす場合は、完全に履行義務を充足した時点で
収益を認識し、当該要件を満たさない場合は、履行義務の充足に係る進捗度に応じて一定期間に
わたり収益を認識しております。なお、進捗度は、見積原価総額に対する累計実際原価の割合で
測定しております(インプット法)。

なお、取引の対価は、履行義務を充足してから概ね６ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含
んでおりません。
また、買戻し契約に該当する有償支給取引については、有償支給先に残存する支給品を棚卸資産とし
て認識するとともに、当該支給品の期末棚卸高相当額について金融負債を認識しております。
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（５）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
① 退職給付に係る会計処理の方法

・退職給付見込額の期間帰属方法
当社は、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属
させる方法については、給付算定式基準によっております。なお、連結子会社は、退職給付に
係る資産、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職一時金制度については、退職
給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度については、直近の年金
財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額
法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理し
ております。

② グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度
に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
１．製品の評価

（１）当連結会計年度の計上額
商品及び製品 13,262百万円(うち、当社保有の製品11,871百万円)
棚卸資産評価損 「連結注記表(連結損益計算書に関する注記)棚卸資産の帳簿価額の切下

げ」に記載の金額と同一であります。
（２）その他見積りの内容に関する理解に資する情報

当社グループの棚卸資産は、主に当社が保有する暖房機器、空調・家電機器、住宅設備機器の製
品で構成されております。
棚卸資産の評価方法は総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用して
おり、連結会計年度末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、棚卸資産
を当該正味売却価額で評価し、取得原価との差額を売上原価に認識しております。また、滞留も
しくは陳腐化している棚卸資産については、収益性の低下の事実を反映するように帳簿価額を処
分見込価額まで切り下げております。
なお、製品の正味売却価額については、将来の販売価格の予測を用いて算定しており、当該予測
には過去の販売実績に基づく一定の下落率を加味しております。
しかしながら、将来における製品の販売価格は、市場環境の変動のほか、季節商品である暖房機
器及び空調・家電機器は気候や気温による製品需要の変動などの影響を受けるため、その予測に
は不確実性を伴います。
今後、市場環境や気候の変動などにより製品の正味売却価額が著しく下落した場合には、棚卸資
産評価損の追加計上が必要となる可能性があり、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を
及ぼす可能性があります。
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２．繰延税金資産の回収可能性
（１）当連結会計年度の計上額

繰延税金資産 17百万円(繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産1,724百万円)
法人税等調整額 △289

（２）その他見積りの内容に関する理解に資する情報
繰延税金資産は、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」
に定める要件に基づいて会社分類を判断し、当該分類に応じて、回収が見込まれる繰延税金資産
の計上額を決定しております。また、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金
資産の回収可能性の判断については、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断
しており、当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プラ
ンニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれ
かを満たしているかどうかにより判断しております。
なお、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を判断するに当たっては、一時差異
等の解消見込年度及び繰戻・繰越期間における課税所得を見積っており、当該課税所得は、取締
役会で承認された中期経営計画を前提とした将来予測に基づいております。
将来の不確実な経済条件の変動などにより、課税所得の見積りについて見直しが必要となった場
合には、翌連結会計年度の連結計算書類において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金
額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）
１．流動負債のその他のうち、契約負債の残高

78百万円
２．有形固定資産に係る減価償却累計額

57,642百万円
３．土地の再評価

土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債
の部へ計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固定資
産税評価額に基づき算出する方法及び第２条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価に基づき算
出する方法によっております。

再評価を行った年月日 2002年３月31日
再評価を行った土地の期末における
時価と再評価後の帳簿価額との差額

△3,291百万円
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（連結損益計算書に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。
顧客との契約から生じる収益の金額は、「連結注記表(収益認識に関する注記)１．顧客との契約から生じ
る収益を分解した情報」に記載しております。

２．棚卸資産の帳簿価額の切下げ
期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、棚卸資産評価損△33百万円が売上原価に含
まれております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 29,342,454株
２．当連結会計年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 97,624株
３．剰余金の配当に関する事項

（１）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額（円) 基準日 効力発生日

2025年６月26日
定時株主総会 普通株式 408 14.00 2025年

３月31日
2025年

６月27日
2025年10月30日
取締役会 普通株式 409 14.00 2025年

９月30日
2025年

12月３日
計 818

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2026年６月24日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 409 14.00 2026年

３月31日
2026年

６月25日
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資必要資金及び資金繰り上必要な資金以外の資金を、金融資産で運用して
おり、保有に伴うリスクを最小限に留め簿価毀損を防ぐとともに、安定的な利息収入を確保するこ
とを目的とし、預金及び安全性の高い国内外の債券等に限定し運用しております。なお、デリバテ
ィブを組み込んだ複合金融商品は、簿価毀損リスクの低い商品に限定した運用とし、リスクの高い
投機的な取引は行わない方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価
証券及び投資有価証券は主に、その他有価証券の債券、投資信託及び取引先企業との政策投資に関
連する株式であり、市場価格の変動リスク及び為替相場の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど５ヶ月以内の支払期日であります。
デリバティブ取引は、余剰資金運用の一環としてデリバティブを組み込んだ複合金融商品を利用し
ており、銘柄により為替相場の変動リスク、金利変動のリスクに晒されております。

（３）金融商品に係るリスク管理体制
当社は、営業債権について、売掛債権管理規定に従い、営業推進部が債権の保全と適切な与信管理
を行っております。取引先ごとに与信限度額を設定するとともに定期的に状況をモニタリングする
ことにより、財政状況の悪化等に伴う回収リスクの早期把握、軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券については、資金運用管理規定に従い、格付けの高い債券のみを資金運
用の対象とし、資金運用責任者は、定期的に時価や発行体の財政状況等を把握し、資金運用状況等
を取締役会へ報告しております。また、リスク管理体制として、資金運用リスクを最小限に抑える
ため、取締役会の決議により運用限度額(運用枠)、リスク許容範囲、売却判断基準等を定めるリス
ク管理を行っております。
デリバティブ取引については、定められた資金運用の範囲内でのみ行うものであり、取引権限及び
取引金額等を定めた社内ルールに基づいて当社経理部が実行及び管理を行っております。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
とにより、当該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日現在における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません。(（注２）をご覧くださ
い。)

(単位：百万円)
区分 連結貸借対照表計上額 時価 差額

有価証券及び投資有価証券
その他有価証券（※２） 23,592 23,592 ―

資産計 23,592 23,592 ―
（※１）「現金及び預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金」「支払手形及び買掛金」については、現金

であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を
省略しております。

（※２）有価証券及び投資有価証券のその他有価証券の中には、デリバティブを組み込んだ複合金融商品が
含まれております。また、有価証券のうち譲渡性預金(連結貸借対照表計上額7,130百万円)につい
ては、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略してお
ります。
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（注１）有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（１）有価証券及び投資有価証券

その他有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。
① その他有価証券の種類ごとの連結貸借対照表計上額と取得原価との差額

(単位：百万円)
区分 連結貸借対照表計上額 取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 3,359 800 2,558
債券

社債 1,306 994 312
その他 300 300 0

その他 99 67 32
小計 5,065 2,161 2,903

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 4 4 △0
債券

社債 16,193 17,121 △927
その他 1,599 1,700 △100

その他 7,859 7,970 △111
小計 25,657 26,796 △1,139
合計 30,722 28,958 1,764

（注）連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び超えないものの「債券（その他）」の中に
は複合金融商品が含まれており、その評価差額は、連結貸借対照表のその他有価証券評価差額
金に計上しております。税効果控除後の評価差額金は△68百万円であります。

② 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
（単位：百万円)

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
株式 6 3 ―
その他 20 5 0

合計 26 8 0
③ 減損処理を行った有価証券

当連結会計年度において、有価証券について減損処理を行っておりません。
（２）デリバティブ取引

複合金融商品の時価及び評価差額は、「（１）有価証券及び投資有価証券①その他有価証券の種類ご
との連結貸借対照表計上額と取得原価との差額」に記載しております。
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（注２）市場価格のない株式等
(単位：百万円)

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 132
関連会社株式 312

合計 444
上記については、「その他有価証券」には含めておりません。

（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(単位：百万円)

区分 １年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

現金及び預金 2,828 ― ― ―
受取手形 690 ― ― ―
電子記録債権 12,831 ― ― ―
売掛金 7,892 ― ― ―
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの（債券−社債） 2,690 7,898 3,230 3,681
その他有価証券のうち満期があるもの（債券−その他） 300 871 728 ―
その他有価証券のうち満期があるもの（その他） 7,130 ― ― ―

合計 34,363 8,769 3,959 3,681
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
(単位：百万円)

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
その他有価証券

株式 3,364 ― ― 3,364
債券

社債 ― 17,500 ― 17,500
その他 ― 1,899 ― 1,899

その他 828 ― ― 828
資産計 4,192 19,400 ― 23,592

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券

上場株式、債券及びその他は相場価格を用いて評価しております。上場株式及びその他は活発な市
場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有す
る債券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時
価をレベル２の時価に分類しております。

（賃貸等不動産に関する注記）
開示すべき重要な事項はありません。
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（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、住宅関連機器事業のみの単一セグメントとなるため、顧客との契約から生じる収益を
分解した情報については、製品の種類別区分ごとに記載しております。

(単位：百万円)
製品の種類別区分 合計暖房機器 空調・家電機器 住宅設備機器 その他

一時点で移転される財又はサービス 23,300 13,816 42,367 4,549 84,034
一定期間にわたり移転される財又はサービス ― ― ― 1,050 1,050
顧客との契約から生じる収益 23,300 13,816 42,367 5,600 85,085
その他の収益 ― ― ― 253 253
外部顧客への売上高 23,300 13,816 42,367 5,853 85,338

２．収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表(連結計算書類の作成のための基本となる重要な
事項に関する注記等)３．会計方針に関する事項（４）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり
です。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（１）契約資産及び契約負債の残高等

(単位：百万円)
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 20,863 21,414
契約資産 39 129
契約負債 101 78

契約資産は、一定の期間にわたり履行義務が充足される工事請負契約について、進捗度に基づいて測定
した履行義務の充足部分と交換に受け取る対価に対する権利のうち、債権を除いたものであり、対価に
対する権利が無条件になった時点で債権に振り替えられます。契約負債は、主に工事請負契約における
顧客からの前受金に関するものであり、収益の認識に伴い取り崩されます。
連結貸借対照表上、契約負債は「流動負債のその他」に含まれており、当連結会計年度に認識された収
益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、97百万円であります。
当連結会計年度において、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に
重要性はありません。

（２）残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記に当たって実務上の便法を適用し、
当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
残存履行義務は主に工事請負契約に関するものであり、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収
益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

(単位：百万円)
１年以内 910
１年超 91

合計 1,002
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（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 2,661円87銭
１株当たり当期純利益 33円91銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
該当事項はありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

(単位：百万円)
株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

当 期 首 残 高 7,449 6,686 0 6,686 489
当 期 変 動 額

圧縮記帳積立金の取崩
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 △3 △3
自己株式処分差損の振替 3 3
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 ― ― △0 △0 ―
当 期 末 残 高 7,449 6,686 ― 6,686 489

株主資本
利益剰余金

自己株式 株主資本
合計

その他利益剰余金 利益剰余金
合計圧縮記帳

積立金 別途積立金 繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 39 51,400 1,329 53,258 △130 67,264
当 期 変 動 額

圧縮記帳積立金の取崩 △3 3 ― ―
剰 余 金 の 配 当 △818 △818 △818
当 期 純 利 益 679 679 679
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 35 31
自己株式処分差損の振替 △3 △3 ―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 △3 ― △138 △142 35 △107
当 期 末 残 高 35 51,400 1,191 53,116 △95 67,157
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(単位：百万円)
評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 682 744 1,427 68,692
当 期 変 動 額

圧縮記帳積立金の取崩 ―
剰 余 金 の 配 当 △818
当 期 純 利 益 679
自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 31
自己株式処分差損の振替 ―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 588 ― 588 588

当 期 変 動 額 合 計 588 ― 588 481
当 期 末 残 高 1,271 744 2,016 69,173

（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券

子会社株式及び関連会社株式 …… 移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株
式等以外のもの

…… 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

市場価格のない株
式等

…… 移動平均法による原価法

（２）棚卸資産 …… 総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産 …… 定率法を採用しております。ただし、建物及び構築物については、定額法

を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15〜54年
機械及び装置 ４〜10年

（２）無形固定資産 …… 定額法を採用しております。
なお、市場販売目的のソフトウエアについては販売見込期間(３年)に基づく
定額法、自社利用目的のソフトウエアについては社内における利用可能期
間(５年)に基づく定額法を採用しております。

（３）長期前払費用 …… 定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については実績繰入率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。

（２）製品保証引当金 …… 製品のアフターサービスの支出に備えるため、過去の実績額を基準とした
見積額を計上しております。

2026年05月20日 09時29分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 26 ―

（３）退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期
間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌事業年度から費用処理しております。

なお、当事業年度において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理
計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投
資その他の資産に計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充
足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

（１）製品の販売
当社は、暖房機器、空調・家電機器、住宅設備機器の製造及び販売を主要な事業とし、完成した製品
を顧客に販売することを主な履行義務としております。
製品の販売のうち、国内の顧客に製品を販売する取引については、出荷時から物品の支配が顧客に移
転される時までの期間が短期間であるため、出荷時に収益を認識しております。また、国外の顧客に
製品を販売する取引については、顧客との契約条件に基づき、物品の保有に伴うリスク及び経済価値
が顧客に移転し、顧客から取引の対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できる時点で収益を認
識しております。
なお、販売契約における対価に販売数量等に基づくリベートなどの変動対価が含まれている場合は、
入手可能なすべての情報を考慮して変動対価の額を合理的に見積り、その不確実性が事後的に解消さ
れる際に著しい収益の減額が生じない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。変動対価
の額の見積りに当たっては、最頻値法又は期待値法のいずれかのうち、権利を得ることとなる対価の
額をより適切に予測できる方法を用いております。
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（２）サービスの提供及び工事請負契約
当社では、販売した製品に付随する修理サービスの提供、製品の据付工事の請負等の事業活動を行っ
ております。
サービスの提供については、主として製品の修理に関するものであり、修理サービスの提供が完了し
た時点で当該サービスに対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断していることか
ら、一時点で充足される履行義務として収益を認識しております。
工事請負契約については、主として製品の据付に関するものであり、契約における取引開始日から完
全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いため、完全に履行義務を充足した時
点で収益を認識しております。

なお、取引の対価は、履行義務を充足してから概ね６ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでお
りません。
また、買戻し契約に該当する有償支給取引については、有償支給先に残存する支給品を棚卸資産として認識
するとともに、当該支給品の期末棚卸高相当額について金融負債を認識しております。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（１）退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類に
おけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

（２）グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算
書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。

１．製品の評価
（１）当事業年度の計上額

商品及び製品 12,774百万円(うち、製品11,871百万円)
棚卸資産評価損 △31

（２）その他見積りの内容に関する理解に資する情報
「連結注記表(会計上の見積りに関する注記)１．製品の評価」に記載の内容と同一であります。

２．繰延税金資産の回収可能性
（１）当事業年度の計上額

繰延税金資産 「個別注記表(税効果会計に関する注記）」に記載の金額と同一であります。
法人税等調整額 △290百万円

（２）その他見積りの内容に関する理解に資する情報
「連結注記表(会計上の見積りに関する注記)２．繰延税金資産の回収可能性」に記載の内容と同一で
あります。

（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産に係る減価償却累計額

48,861百万円
２．保証債務

下記の会社に対し、関係会社の仕入債務について保証を行っております。
ダイソン㈱ 47百万円
㈱ノーリツ 0

３．関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
短期金銭債権 996百万円
長期金銭債権 77
短期金銭債務 5,776

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 3,722百万円
仕入高 6,871
販売費及び一般管理費 4,726

営業取引以外の取引高 450

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 97,624株
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
棚卸資産評価損 116百万円
貸倒引当金 6
投資有価証券評価損 85
未払金 64
返金負債 506
未払賞与 298
製品保証引当金 161
その他有価証券評価差額金 357
その他 112
繰延税金資産小計 1,708
評価性引当額 △149
繰延税金資産合計 1,559

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △843百万円
圧縮記帳積立金 △16
前払年金費用 △2,316
繰延税金負債合計 △3,175
繰延税金負債の純額 △1,616

（金融商品に関する注記）
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載
しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

(単位：百万円)
区分 貸借対照表計上額

子会社株式 1,600
関連会社株式 9

合計 1,609
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（関連当事者との取引に関する注記）
役員及び個人主要株主等

種類 会社等の名称
又は氏名 所在地

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合

関連当
事者と
の関係

取引の内容
取引
金額

(百万円)
科目

期末
残高

(百万円)

役員 大 桃 満 ― ―
当社
代表取締役
社長

(被所有)
直接0.2％ ― 自己株式の

処分（注） 12 ― ―

（注）特定譲渡制限付株式報酬制度に基づく金銭報酬債権の現物出資によるものであります。

（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報は、「個別注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)４．収益及
び費用の計上基準」に記載のとおりです。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 2,365円34銭
１株当たり当期純利益 23円24銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（連結配当規制適用会社に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
該当事項はありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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